
【請求人欄】

遺言書保管事実証明書の交付請求書の記入上の注意事項等
及び交付請求に必要な書類

この請求書は自動読取装置で機械処理しますので、拡大縮小せずに使用してく
ださい。

①請求年月日
請求書を提出する日を右詰めで記入してください。数字が１桁の場合、０を記

入する必要はありません。

②請求先の遺言書保管所の名称
請求書を提出する遺言書保管所の名称を記入してください。本請求は、全国の

どの遺言書保管所に対しても行うことができます。

④請求人の氏名又は名称、住所、出生年月日又は会社法人等番号
「請求人の氏名又は名称」欄

姓： 亡●●●●相続財産
名： 空白

「請求人の住所」欄
遺言者（亡●●●●）の最後の住所を記入してください（郵便番号を含みます。）。

「請求人の出生年月日」及び「請求人の会社法人等番号」欄は記入不要です。

⑤法定代理人による請求の有無、法定代理人の氏名及び住所
「法定代理人による請求の有無」欄の左側の□にチェック（✓）を入れ、法定

代理人の氏名及び住所を記入してください。
氏名：亡●●●●相続財産清算人（又は相続財産管理人）▲▲▲▲

住所：家庭裁判所の選任審判書に記載された住所を記入してください。

①

②

③

④

⑤

⑥請求人又は法定代理人の電話番号
平日に連絡の取れる法定代理人の電話番号を左詰めで記入してください（ハイ

フン（－）は不要です。）。

⑦請求書のページ数
請求書の当該ページ数及び総ページ数（「１／４」、「２／４」など）を記入

してください。

⑦

⑥

「遺言書保管事実証明書」の交付請求をされる
相続財産清算人又は相続財産管理人の方へ

【交付請求書の記入上の注意事項等】

● ▲ ■

（相続財産法人が成立している場合）

③請求人の資格
請求人の資格を「１ 相続人」としてください。



【請求対象の遺言書欄】

⑧遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍
「遺言者の氏名」、「遺言者の出生の年月日」、「遺言者の（最後の）住所」

（郵便番号を含みます。）及び「遺言者の本籍」欄には、家庭裁判所の選任審判
書等の記載どおりに正確に記入してください。

日本国籍以外の場合は、請求書の記載は全て日本語によるものとして、ローマ
字ではなく、カタカナ又は漢字で記入してください。本籍の記入は不要です。

⑨遺言者の国籍（国又は地域）
日本国籍以外の場合は、国名コード表を参照し、該当する国名コードと国又は

地域の名称を記入してください（日本国籍の場合は記入不要です。）。

⑩遺言者の死亡年月日
遺言者の死亡年月日を記入してください。
選任審判書等に「推定」や「頃」等の記載がある場合は、枠外に記入してくだ

さい。

⑪遺言書が保管されている遺言書保管所の名称（任意記載事項）
請求対象の遺言書が保管されている遺言書保管所の名称が判明している場合は、

記入してください。

⑫請求対象の遺言書の保管番号（任意記載事項）
請求対象の遺言書の保管番号が判明している場合は、全て記入してください。

⑩

⑪

⑬
⑭

⑬請求通数
請求通数を記入してください。

⑭手数料の額
必要な通数分（１通につき８００円）の手数料の額を記入してください。

⑧

⑨

● ▲ ■

● ▲ ■

⑫



⑮請求人本人の確認・記入欄
該当する項目があればそれぞれの左側の□にチェック（✓）を入れてください。

⑮

⑯

⑯備考欄
記入欄が不足する場合や参考として記入すべき事項がある場合に適宜記入して

ください。



⑰遺言書保管所の名称
請求書を提出する遺言書保管所の名称を記入してください。

⑱申請人・請求人又は法定代理人の表示

氏名又は名称：亡●●●●相続財産

⑱

⑲納付金額
必要な通数分（１通につき８００円）の手数料の額を記入してください。

⑰

⑲

⑳印紙貼付欄
必要な収入印紙を貼ってください。
なお、貼付した収入印紙には割印をしないでください。

㉑担当者使用欄
担当者が使用しますので、何も記入しないでください。

㉑

【交付請求に必要な書類】

１ 交付請求書
２ 家庭裁判所の相続財産清算人（又は相続財産管理人）の選任審判書（選任後３か月

以内のもの）
又は

家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人（又は相続財産管理人）証明書（作成後
３か月以内のもの）

※ なお、家庭裁判所の相続財産清算人（又は相続財産管理人）の選任審判書又は
家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人（又は相続財産管理人）証明書に、
①遺言者の死亡年月日や②遺言者の最後の住所の記載がない場合、遺言者の除籍
謄本や住民票の除票の写し等の添付が必要。

３ 窓口受取の場合（相続財産清算人（又は相続財産管理人）が窓口に来庁）
・個人番号カードや運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書

※ なお、相続財産清算人（又は相続財産管理人）に選任された弁護士又は司法書士
が法定代理人として請求する場合、家庭裁判所の選任審判書等に記載された住所
が事務所の住所であるときは、弁護士会又は司法書士会が作成した事務所の住所
と個人の住所が併記された証明書を添付。

※ 弁護士会又は司法書士会発行の顔写真付き身分証は利用不可
４ 郵送受取の場合

・相続財産清算人（又は相続財産管理人）の住所氏名を記載した返信用封筒（切手要）

【添付書類の原本還付】

「原本と相違ない」旨及び「相続財産清算人（又は相続財産管理人）の氏名」を記
載した謄本を原本とともに提出した場合には、添付書類の原本還付が可能です。

⑳


